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(54)【発明の名称】 顕微鏡下手術用超音波プローブ

(57)【要約】
【課題】滅菌を確保することが可能で、顕微鏡下での操
作性に優れかつ高分解能の超音波画像を得られる顕微鏡
下手術用超音波プローブを提供すること。
【解決手段】ハンドル部３３の貫通孔３４は、パイプ配
置部３５に形成されたパイプ配置孔３４ｃと、口金配置
部３６に形成された口金配置孔３４ａと、パイプ配置孔
３４ｃと口金配置孔３４ａとを連通する傾斜孔３４ｂと
で構成されている。ハンドル部３３に形成されているパ
イプ配置孔３４ｃの中心軸と、口金配置孔３４ａの中心
軸とがオフセットした位置関係になるように形成してあ
る。したがって、パイプ配置孔３４ｃ固設されたストレ
ートパイプ３１の先端部に位置する先端キャップ３２に
配置された振動子部２３とハンドル部３３の口金配置部
３６とは寸法ａで示す距離だけオフセットした位置関係
になるので、手術用顕微鏡１の接眼部１１の視野を妨げ
ることなく先端キャップ３２の配置を行える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  超音波観測装置に接続されるコネクタ部
から延出される柔軟で細長なチューブ体の先端部に振動
子部を設け、
このチューブ体に連結部を設置した超音波プローブ本体
と、
前記振動子部及びチューブ体が挿通される細長な管状部
と、
この管状部の基端部に連接し、前記連結部を着脱自在に
連結する連結機構を具備した屈曲形状のハンドル部と、
を具備したことを特徴とする顕微鏡下手術用超音波プロ
ーブ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、顕微鏡観察下で使
用する顕微鏡下手術用超音波プローブに関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、医療分野においては手術する部位
や手技に対応させて、観察・撮像装置と手術装置とを組
み合わせて構成した手術システムを利用している。
【０００３】この観察・撮像装置としては口腔や肛門か
ら体腔内に挿入される挿入部が柔軟な内視鏡や、腹壁に
穿刺されたトラカールを介して腹腔内に配置される挿入
部が硬性な腹腔鏡（光学視管）や微細な神経や血管を拡
大観察できる手術用顕微鏡等がある。
【０００４】医療システムの１例として脳神経外科分野
では微細な神経や血管を拡大観察して顕微鏡観察下で手
術を行う医療システムとして顕微鏡下手術システムがあ
る。この顕微鏡下手術システムでは手術用顕微鏡の接眼
部を通して拡大した対象部位を観察しながらハンドピー
スなど操作して処置を行うものである。
【０００５】例えば、顕微鏡下手術システムで脳外科手
術を行う際、光学的な観察下で手術が行われるため、術
中に観察表面より深部の観察を行うことは不可能であ
る。このため、術前にＭＲＩやＣＴ等で予め処置部位の
断層像を得て、処置に対応するようにしていた。
【０００６】しかし、予め処置部位近傍の断層像を得て
いる場合でも開頭に伴なうブレインシフト（術前のＣＴ
やＭＲＩによる診断画像に対して開頭作業によって脳の
位置がずれてしまう現象）の問題が発生する。更に医師
からは術中に観察表面より深部の確認を行いたいという
要望もある。このため、術中に例えば脳外開頭術用超音
波プローブ（以下脳外用プローブと略記する）或いは細
径で高い周波数を備え、高分解能な画質を得ることの可
能なカテーテルタイプの超音波プローブを併用すること
がある。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記脳
外用プローブを顕微鏡下で使用した場合、プローブの先
端部分が太いので顕微鏡の視野を遮ってしまう。そし
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て、視野を遮らないようにするため、脳外用プローブを
目的観察部位である患部から離した位置に配置して超音
波走査を行う。このとき、遠点を観察するため周波数を
低めに設定するので、その分、分解能が低くなって画質
が劣化するという不具合が生じる。
【０００８】一方、カテーテルタイプの超音波プローブ
を顕微鏡下で患部の近傍に配置して高画質な画像を得て
観察を行おうとした場合、超音波プローブが軟性な構成
であるため、操作性が悪く、顕微鏡下でこの超音波プロ
ーブを所定位置に配置して所望の観察画像を得ることは
難しかった。
【０００９】また、外科手術で使用される器材である超
音波プローブは、滅菌されたものを使用する必要があ
る。このため、超音波プローブは、使い捨て、若しくは
オートクレーブ等、滅菌処理に対応する構成でなければ
ならない。
【００１０】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので
あり、滅菌を確保することが可能で、顕微鏡下での操作
性に優れかつ高分解能の超音波画像を得られる顕微鏡下
手術用超音波プローブを提供することを目的にしてい
る。
【００１１】
【課題を解決するための手段】本発明の顕微鏡下手術用
超音波プローブは、超音波観測装置に接続されるコネク
タ部から延出する柔軟で細長なチューブ体の先端部に振
動子部を設け、このチューブ体の中途部に口金部材を配
置した超音波プローブ本体と、前記振動子部及びチュー
ブ体が挿通される接続パイプ及びこの接続パイプの基端
部に前記口金部材を配置する把持部を兼ねる口金配置部
を形成した屈曲形状のハンドル部を備えた観察用本体と
を具備している。
【００１２】この構成によれば、超音波プローブを観察
用本体に配置することによって、軟性であるチューブ体
の先端部に設けられている振動子部を、観察用本体のハ
ンドル部を把持して、術者の所望する部位に配置するこ
とが可能になる。
【００１３】また、顕微鏡観察下で使用する場合、ハン
ドル部が屈曲形状をしているので把持している部分を顕
微鏡の視野内に入れることなく、接続パイプの一部及び
この接続パイプの先端部に配置されている振動子部近傍
を捉えられる。このため、術者は術中でも必要に応じて
顕微鏡を覗いた状態で振動子部を所望の部位に配置して
観察表面より深部の確認を行える。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。図１ないし図９は本発明の第１実
施形態に係り、図１は顕微鏡下手術システムの概略構成
を説明する図、図２は超音波プローブ本体の構成を説明
する図、図３は観察用本体の構成を説明する図、図４は
先端キャップと接続パイプとの関係を説明する図、図５
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は滅菌カバーを説明する図、図６は顕微鏡下手術用超音
波プローブを説明する図、図７は検査状態を説明する
図、図８は超音波透過性キャップの変形例を説明する
図、図９はオリエンテーション付けを容易にする顕微鏡
下手術用超音波プローブの構成例を説明する図である。
【００１５】図２（ａ）は超音波プローブ本体を示す
図、図２（ｂ）は振動子部の構成を説明する図、図２
（ｃ）は段付口金の先端部の構成を説明する図、図３
（ａ）は観察用本体の構成を説明する断面図及び下面
図、図３（ｂ）はパイプ配置部のパイプ配置孔を説明す
る図、図４（ａ）は先端キャップを接続パイプに着脱自
在に取り付ける構成例を示す図、図４（ｂ）は接続パイ
プに着脱自在な先端キャップを示す図、図４（ｃ）は細
い管腔に対応する先端キャップを接続パイプに取り付け
て観察する状態を示す図、図４（ｄ）太い管腔に対応す
る先端キャップを接続パイプに取り付けて観察する状態
を示す図、図５（ａ）は滅菌カバーの構成を説明する
図、図５（ｂ）は滅菌カバーの作用を説明する図、図８
（ａ）は観察用本体を示す図、図８（ｂ）は図８（ａ）
のＡ－Ａ線断面図、図８（ｃ）はモニタ画面上に表示さ
れる超音波画像を示す図である。
【００１６】図１に示す本実施形態の手術システムは顕
微鏡下手術システムであり、処置部位を観察する手術用
顕微鏡１と、処置部位に対して処置或いは検査を行う各
種装置とを備えて構成されるシステムである。前記手術
装置としては把持鉗子やメス等のような手術器具の他
に、電動駆動される焼灼装置や超音波メス、電気メス等
の各種手術装置の他に超音波プローブ等の観察装置が用
意されている。
【００１７】前記手術用顕微鏡１は、手術ベッドに横た
わる患者の処置部位を拡大観察する患者近傍に自在に配
置される顕微鏡接眼部（以下接眼部と略記する）１１
と、この接眼部１１を３次元的に移動及び傾斜配置させ
ることを可能にする支持アーム部１２及び支柱１３で形
成したアームスタンド１４とで主に構成されている。
【００１８】前記アームスタンド１４内には超音波プロ
ーブ本体２及び観察用本体３とを組み合わせて構成した
顕微鏡下手術用超音波プローブ（以下顕微鏡下プローブ
とも略記する）４に設けられている後述するハウジング
を回転駆動させるモータ及びこのハウジングに保持され
た後述する超音波振動子を駆動させる超音波発信受信回
路等を備えたプローブ駆動ユニット１０が配設されてい
る。
【００１９】また、前記アームスタンド１４の接眼部１
１近傍壁面には前記顕微鏡下プローブ４を構成する前記
超音波プローブ本体２に設けられているコネクタ部２１
が着脱自在に接続されるプローブ用電気的接続部（以下
プローブ用接続部と略記する）１５が設けられている。
このプローブ用接続部１５にコネクタ部２１を接続する
ことにより、顕微鏡下プローブ４とプローブ駆動ユニッ
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ト１０とが機械的且つ電気的に接続される。
【００２０】なお、前記アームスタンド１４には前記プ
ローブ用接続部１５の他に各手術装置に電源を供給する
複数の電気的接続部や滅菌されたプローブホルダ（図７
の符号１１ａに示す）が着脱自在に取り付けられるよう
になっている。そして、このプローブホルダ１１ａに前
記顕微鏡下プローブ４のハンドル部（図３の符号３３に
示す）が着脱自在に取り付け可能になっている。また、
前記支柱１３内には電圧変換を行う電気回路部が設けら
れ、この電気回路部と各電気的接続部とが電気ケーブル
によって電気的に接続されている。
【００２１】以下、図を参照しながら顕微鏡下プローブ
４の構成を具体的に説明する。まず、図２を参照して超
音波プローブ本体２を説明する。
【００２２】図２（ａ）に示すように前記プローブ駆動
ユニット１０に機械的かつ電気的に接続されるコネクタ
部２１を有する超音波プローブ本体２は、前記コネクタ
部２１を介して前記プローブ駆動ユニット１０内の図示
しないモータの回転駆動力を伝達する細長なフレキシブ
ルシャフト２２と、このフレキシブルシャフト２２の先
端側に配置された振動子部２３と、前記コネクタ部２１
に基端部を配置し、前記フレキシブルシャフト２２の中
途部までを被覆する柔軟なチューブ体２４と、このチュ
ーブ体２４の先端部に固設され前記観察用本体３との連
結部を構成する例えば金属製パイプで形成した口金部材
である段付口金２５とで主に構成されている。
【００２３】なお、前記コネクタ部２１には、前記プロ
ーブ駆動ユニット１０からの駆動力をフレキシブルシャ
フト２２に伝達する伝達部になる電気コネクタ部を兼ね
た接続筒２６及びこのコネクタ部２１を保持するピン２
７等が設けられている。また、前記フレキシブルシャフ
ト２２は前記チューブ体２４内で回転自在に保持されて
いる。
【００２４】図２（ｂ）に示すように前記フレキシブル
シャフト２２の先端部に配置された振動子部２３は、前
記フレキシブルシャフト２２の先端に固定されるハウジ
ング２８と、このハウジング２８に保持された超音波振
動子２９とで構成されている。そして、前記フレキシブ
ルシャフト２２内には前記超音波振動子２９から前記プ
ローブ駆動ユニット１０の超音波発信受信回路等とを電
気的に接続する信号線２９ａが挿通している。つまり、
本実施形態の顕微鏡下プローブ４は挿入軸に対して直交
方向を走査面にしたいわゆるラジアル画像を得る構成に
なっている。図２（ｃ）に示すように前記段付口金２５
の先端部外周には前記観察用本体３の後述する口金配置
孔との水密を図るＯリング５１が配置されている。
【００２５】次に、図３を参照して観察用本体３を説明
する。図３（ａ）に示すように観察用本体３は、細長で
例えば硬質な樹脂製部材で形成された接続パイプである
ストレート形状のストレートパイプ３１と、このストレ
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5
ートパイプ３１の先端部に取り付けられた前記ハウジン
グ２８を配置するための空間部を設けた超音波透過性を
有するポリエチレンやポリメチルペンテン等の樹脂部材
で形成した超音波透過性キャップ（以下先端キャップと
も記載する）３２と、前記ストレートパイプ３１の基端
部に配置される屈曲形状で内部に前記超音波プローブ本
体２を構成するハウジング２８及びフレキシブルシャフ
ト２２が挿通する貫通孔３４を備えた例えば透明樹脂部
材で形成したハンドル部３３とで構成されている。
【００２６】前記先端キャップ３２は、前記ストレート
パイプ３１に接着或いは糸巻き接着等で一体的に固定さ
れているか、或いは、図４（ａ）に示すようにストレー
トパイプ３１の先端部外周面に配置したＯリング等の弾
性部材５２を前記先端キャップ３２の基端部が覆い包む
ことによって水密でかつ着脱自在な取付けを可能にして
配置される。
【００２７】図４（ｂ）に示すように前記ストレートパ
イプ３１の端部には、外径寸法の異なる例えば寸胴に構
成した先端キャップ３２や、観察部位を細径に形成した
細径先端キャップ３２ａ，観察部位を太径に形成した太
径先端キャップ３２ｂ等を選択的に取り付けることが可
能である。
【００２８】このことにより、図４（ｃ），図４（ｄ）
に示すように観察部位の管腔の大きさに応じた先端キャ
ップ３２，３２ａ，３２ｂを使用することによって、管
腔と先端キャップ３２，３２ａ，３２ｂとの間のクリア
ランスを小さくして観察中に先端キャップ３２，３２
ａ，３２ｂがふらつくことが防止されて、良好な超音波
観察画像を得られる。
【００２９】前記図３（ａ）に示すように屈曲形状のハ
ンドル部３３は、前記ストレートパイプ３１が配置され
るパイプ配置部３５と、前記段付口金２５が配置される
把持部を兼ねる口金配置部３６と、この口金配置部３６
と前記パイプ配置部３５とを連結するオフセット連結部
３７とで構成されている。
【００３０】前記ハンドル部３３の貫通孔３４は、前記
パイプ配置部３５に形成された前記ストレートパイプ３
１の基端部が係入配置されるパイプ配置孔（図３（ｂ）
参照）３４ｃと、前記口金配置部３６に形成された前記
段付口金２５が挿通配置される口金配置孔３４ａと、前
記オフセット連結部３７に形成された前記パイプ配置孔
３４ｃと前記口金配置孔３４ａとを連通する傾斜孔３４
ｂとで滑らかに構成されている。つまり、前記ハンドル
部３３に形成されている前記パイプ配置孔３４ｃの中心
軸と、前記口金配置孔３４ａの中心軸とがオフセットし
た位置関係になるように形成してある。
【００３１】したがって、前記パイプ配置孔３４ｃにス
トレートパイプ３１を固設した状態のとき、このストレ
ートパイプ３１と、前記ハンドル部３３の口金配置部
（把持部）３６とは寸法ａで示す距離だけオフセットし
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た位置関係になっている。
【００３２】ここで、前記観察用本体３の長さ関係の構
成及び重量について説明する。手術用顕微鏡１を使用し
て手術を行うとき、対物レンズから観察対象部位までの
距離（ワーキングレングスともいう）は、３００ｍｍ前
後である。このため、本実施形態の観察用本体３の全長
寸法Ｌを、そのワーキングレングス以下に構成してい
る。
【００３３】具体的に本実施形態においては、前記先端
キャップ３２と前記硬性パイプ３１とを合わせた前記ハ
ンドル部３３の先端面から先端キャップ３２の先端面ま
での距離Ｌ1 を１２０ｍｍに設定し、前記ハンドル部３
３の長さ寸法Ｌ2 を１３０ｍｍに設定している。つま
り、全長寸法Ｌを２５０ｍｍとしている。そして、前記
寸法ａで示した前記ストレートパイプ３１と、前記ハン
ドル部３３の口金配置部３６とのオフセット量を２０ｍ
ｍに設定している。
【００３４】一方、観察用本体３の重量は、先端キャッ
プ３２の一部が万一患部に接触したとき、その接触状態
を的確に術者に伝えること及び操作のための重量バラン
スを考慮して５０ｇ以下、１０ｇ以上の範囲に設定され
る。
【００３５】上述したハンドル部３３のオフセット量及
び重量は１例であり、各術者毎に保持バランス・操作性
・顕微鏡視野確保量を考慮し、かつ操作性と基本機能の
両立を図って設定される。
【００３６】なお、符号３８は前記傾斜孔３４ｂ，パイ
プ配置孔３４ｃ，ストレートパイプ３１の透孔を介して
先端キャップ３２の空間部内に超音波伝達媒体である音
響的に生体の音響インピーダンスに近い例えば脱気水や
生理食塩水、滅菌水、超音波ゼリーなどの液体を注入す
るための注液ポートであり、符号３９は口金配置孔３４
ａ内に配置された段付口金２５を固定保持する固定部材
としての本体固定ネジである。
【００３７】また、前記口金配置孔３４ａの内孔は、前
記段付口金２５の先端部に配置したＯリング５１によっ
て水密が保持され、且つ配置のために摺動可能な孔径に
形成されている。このことにより、前記注液ボート３８
から注入された超音波伝達媒体が口金配置孔３４ａの内
周面と段付口金２５の外周面との間を通過して口金配置
部３６の基端部開口３３ｃから術者の手元に流れ出るこ
とを防止している。
【００３８】さらに、前記ハンドル部３３の口金配置部
３６の基端側外周面には後述する滅菌カバー（図５
（ａ）参照）を装着するための周溝３３ａ及びプローブ
本体の配置位置を検出するためのプローブ本体位置確認
センサ（後述する図４１の符号１３５参照）を取り付け
るセンサ取付け部３３ｂが形成してある。このセンサ取
付け部３３ｂにプローブ本体位置確認センサを取り付け
ることによって、この位置センサによって超音波プロー
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7
ブの位置情報を検出して、前記顕微鏡の視野内に超音波
画像とともにプローブ位置を表示させることを可能にす
るものである。
【００３９】図５（ａ）に示すように滅菌カバー５５は
柔軟部材で細長に形成され、前記周溝３３ａに配置され
る略Ｏリング状に形成した弾性固定部５６と、伸縮自在
な蛇腹部５７と、畳み込まれた状態の蛇腹部５７を引き
伸ばす際に使用するツマミ部５８とで構成されている。
【００４０】図５（ｂ）に示すように滅菌状態の滅菌カ
バー５５は、弾性固定部５６を周溝３３ａに配置して蛇
腹部５７を畳み込んだ状態でつまみ部５８を先端キャッ
プ３２側に配置してハンドル部３３に装着される。そし
て、このハンドル部３３に破線で示すように前記超音波
プローブ本体２が配置されたとき、前記滅菌カバー５５
のツマミ部５８を矢印に示すように手元側に引っ張って
いくことにより、蛇腹部５７の内周面側が外表面になる
ようにひっくり返って二点鎖線に示すようにチューブ体
２４を覆うようになっている。
【００４１】つまり、顕微鏡下プローブ４の使用状態に
おいては、前記超音波プローブ本体２の振動子部２３が
配置された先端側からチューブ体２４の中途部までが観
察用本体３内に配置され、このチューブ体２４の中途部
から基端部までが前記滅菌カバー５５の蛇腹部５７によ
って覆われる。したがって、前記超音波プローブ本体２
は、術毎に滅菌或いは洗滌する必要はなく、たとえ一度
使用された状態であっても、前記滅菌カバー５５が取り
付けられている滅菌済みの観察用本体３を超音波プロー
ブ本体２に装着することによって、顕微鏡下プローブ４
を滅菌状態で使用することが可能になっている。
【００４２】本実施形態においては前記ストレートパイ
プ３１、先端キャップ３２、ハンドル部３３を滅菌ディ
スポーザル仕様としている。つまり、観察用本体３を使
い捨てタイプとしている。
【００４３】なお、前記ハンドル部３３と前記ストレー
トパイプ３１とを樹脂部材で一体的に構成するようにし
てもよい。また、前記先端キャップ３２をストレートパ
イプ３１に対して取り外し可能にすることによって、ス
トレートパイプ３１及びハンドル部３３の孔内の使用後
の洗滌、滅菌作業性を大幅に向上させることができるの
で、この構成の場合には前記ハンドル部３３と前記スト
レートパイプ３１とをオートクレーブ耐性を有するリユ
ースタイプにしてもよい。
【００４４】上述のように構成した顕微鏡下プローブ４
の作用を説明する。図６に示すように超音波プローブ本
体２と観察用本体３とを一体にして顕微鏡下プローブ４
を構成する。
【００４５】このとき、まず、前記超音波プローブ本体
２を構成するフレキシブルシャフト２２の先端部に固設
されているハウジング２８を、前記ハンドル部３３に形
成した基端部開口３３ｃから貫通孔３４を構成する口金
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配置孔３４ａ，傾斜孔３４ｂ，パイプ配置孔３４ｃ及び
ストレートパイプ３１の透孔を通して、先端キャップ３
２の空間部まで挿通する。この状態のとき、口金配置孔
３４内に段付口金２５が配置される。
【００４６】上述において、前記ハンドル部３３が透明
樹脂部材で形成されいることにより、前記ハウジング２
８が口金配置孔３４ａ，傾斜孔３４ｂ，パイプ配置孔３
４ｃを通過する様子を目視にて確認することができる。
このため、挿入する際の力量や方向を適宜調整して、ハ
ウジング２８を貫通孔３４の内壁に大きな力で当接させ
ることなくスムーズに前進させて容易に配置することが
可能である。
【００４７】次に、口金配置孔３４ａ内に挿通された段
付口金２５をＯリング５１の付勢力に抗して押し込んで
いく。そして、前記超音波振動子２９が先端キャップの
空間部所定位置に到達したなら、本体固定ネジ３９を段
付口金２５に向けて締めつけていく。このことによっ
て、ハンドル部３３に対して前記段付口金２５が一体的
に固定されて、超音波プローブ本体２と観察用本体３と
が一体になった顕微鏡下プローブ４が構成される。
【００４８】次いで、周溝３３ａに装着されている滅菌
状態の滅菌カバー５５のツマミ部５８を手元側に引っ張
って、チューブ体２４を一点鎖線に示すように蛇腹部５
７によって被覆する。
【００４９】次に、脱気水を半分ほど満たした注射器５
９を注水ポート３８に接続し、一旦貫通孔３４内、スト
レートパイプ３１の透孔内及び先端キャップ３２の空間
部内の空気を吸引する。そして、観察用本体３内の空気
を十分に吸引した後、この注射器５９によって脱気水を
貫通孔３４内に注入していく。
【００５０】なお、このとき、先端キャップ３２の空間
部内まで十分に脱気水が行き渡らない場合には先端キャ
ップ３２側を数回軽く振る。すると、遠心力が作用して
脱気水が先端キャップ３２内に集結する。
【００５１】そして、術者は、図７に示すように手術用
顕微鏡１の接眼部１１の観察視野範囲内に位置する管腔
の所定箇所に破線に示す顕微鏡下プローブ４の先端キャ
ップ３２を配置する。図に示すように前記顕微鏡下プロ
ーブ４は、先端キャップ３２を鉛直下方に向けた状態で
プローブホルダ１１ａに保持されるようになっており、
検査中も常に前記先端キャップ３２を鉛直下方に向けて
使用する。このため、一度先端キャップ３２の空間部内
に水が集結すれば検査中に先端キャップ３２内に気泡が
発生することがない。
【００５２】検査終了後は、前記本体固定ジ３９を緩
め、ハンドル部３３から段付口金２５を取り外し、観察
用本体３から超音波プローブ本体２のフレキシブルシャ
フト２２、振動子部２３を抜去する。そして、使用済み
の観察用本体３を廃棄する一方、前記超音波プローブ本
体２に滅菌済みの観察用本体３を装着して、次の検査の
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9
準備を行う。
【００５３】このように、観察用本体を構成するハンド
ル部を硬性な部材で屈曲形状に形成し、このハンドル部
に形成されるパイプ配置孔の中心軸と、口金配置孔の中
心軸とをオフセットした位置関係に設定したことによ
り、パイプ配置孔に接続パイプを固設したとき、この接
続パイプの先端部に固設された先端キャップと、前記ハ
ンドル部の口金配置部とが所定の距離だけオフセットし
た位置関係になって手術用顕微鏡の接眼部の視野を妨げ
ることなく、顕微鏡下プローブの振動子部の配置されて
いる超音波キャップを目的部位の最適な位置に容易に配
置することができる。
【００５４】このことによって、術者の所望するとき、
簡単に振動子部の配置されている超音波キャップを目的
部位の最適な位置に配置して瞬時のうちに高分解能の超
音波画像を得られる。
【００５５】なお、本実施形態では超音波プローブ本体
と、観察用本体とを別体に設けた構成であるが、一体的
な構成であっても、基本的な機能は達成可能である。
【００５６】また、前記観察用本体３の先端キャップ３
２内に配置されたハウジング２８は、前記フレキシブル
シャフト２２が回転することによって回転する構成にな
っている。つまり、前記手術用顕微鏡１のアームスタン
ド１４内に設けられているプローブ駆動ユニット１０の
モータの回転駆動力をフレキシブルシャフト２２が伝達
してハウジング２８を回転させる構成である。このた
め、回転位置検出を正確に行うことが難しく、モニタ画
面上に表示される超音波画像を一見して位置関係を把握
することは難しい。
【００５７】そこで、以下の構成にすることにより、振
動子部２３の回転位置検出を行ってモニタ画面上に位置
関係を把握することが容易な超音波画像を表示するよう
にしている。
【００５８】図８（ａ）、（ｂ）に示すように先端キャ
ップ３２の肉厚を、均一に形成するのではなく、一部を
厚肉部５３として構成若しくはキャップ内径中心位置と
キャップ外形中心位置とを偏心させて偏肉構成にしてい
る。
【００５９】このことにより、先端キャップ３２内で振
動子部２３が回転すると、厚肉部で多重エコーが検出さ
れる。このため、同図（ｃ）に示すように超音波画像上
に多重エコーが表示される。このため、多重エコーの出
ている方向が、常に一定方向（図では上方向）になるよ
うに回転方向補正手段を超音波発信受信回路等を備えた
プローブ駆動ユニット１０に設けるようにする。
【００６０】そして、先端キャップ３２を観察用本体３
のストレートパイプに３１に取り付け固定する際、厚肉
部を特定方向である例えばオフセット連結部３７に合わ
せて装着する。
【００６１】このことによって、図８（ｃ）に示すよう
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にモニタ画面上には常に多重エコー部分が上方向になっ
て超音波画像が表示される。このことにより、術者はハ
ンドル部３３の位置関係と超音波画像の位置関係とを容
易に把握しながら観察を行うことができる。
【００６２】このように、多重エコーを利用するように
先端キャップを構成することにより、フレキシブルシャ
フトによる回転方向のズレを補正することを可能にし
て、画像のオリエンテーション付けを容易に行うことが
できる。
【００６３】さらに、図９に示すように超音波振動子２
９の放射面に対して突没在にリフレクター６１を配置す
るようにしてもよい。このことよって、必要に応じてリ
フレクター６１を超音波振動子２９の放射面前面に配置
させることによって画像上にリフレクター６１の超音波
画像を表示させてオリエンテーション付けを容易に行う
ことができる。なお、前記リフレクター６１の進退手段
としては図に示すようにリニアモータ６２を配置してス
イッチ６３の手元操作によって進退移動する機構や手動
で移動させる機構等である。
【００６４】図１０及び図１１は本発明の第２実施形態
に係り、図１０は観察用本体の他の構成を説明する図、
図１１は図１０の観察用本体の応用例を説明する図であ
る。図１０（ａ）は観察用本体の具体的な構成を示す
図、図１０（ｂ）は観察用本体の作用を説明する図、図
１０（ｃ）は観察用本体の応用例を説明する図、図１０
（ｄ）は図１０（ｃ）のＢ－Ｂ線断面図、図１０（ｅ）
は図１０（ｃ）に示した観察用本体の作用を説明する
図、図１１（ａ）は湾曲部材を設けた観察用本体を説明
する図、図１１（ｂ）は湾曲部材の構成例を説明する図
である。
【００６５】図１０（ａ）に示すように本実施形態にお
いては、先端キャップ３２とハンドル部３３との間に配
置した硬質な樹脂製部材でストレート形状のストレート
パイプ３１の代わりに、内孔を確保し、かつ図１０
（ｂ）に示すように屈曲自在でかつ屈曲形状を保持する
ことが可能な蛇腹パイプ５４を接続パイプにして観察用
本体３Ａを構成している。その他の構成は前記第１実施
形態と同様であり、同部材には同符合を付して説明を省
略する。
【００６６】なお、前記観察用本体３Ａの蛇腹パイプ５
４は、初期状態においては図１０（ａ）に示すように直
線形状であり、この状態で前記超音波プローブ２の振動
子部２３、フレキシブルシャフト２２を挿入し、所定位
置挿入後、本体固定ネジ３９によって観察用本体３Ａと
超音波プローブ本体２とを一体的に固定して顕微鏡下プ
ローブ４を構成する。そして、前記注射器５９で超音波
伝達媒体を注入した後、図１０（ｂ）に示すように患部
の管腔位置に合わせて蛇腹パイプ５４の屈曲形状を変化
させる。
【００６７】このように、観察用本体の接続パイプを屈
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曲自在でかつ屈曲形状を保持することが可能な蛇腹パイ
プで構成することによって、患部の管腔位置に合わせて
蛇腹パイプの屈曲形状を変化させて様々な角度方向の超
音波画像を得ることができる。その他の作用及び効果は
前記第１実施形態と同様である。
【００６８】なお、図１０（ｃ），（ｅ）に示すように
前記蛇腹パイプ５４を屈曲させて、挿入方向に直交する
ように先端キャップ３２を配置させて、挿入部延長方向
の超音波画像を得られるように調整し、且つ同図（ｄ）
に示すようにハンドル部３３のパイプ配置部３５に挿入
軸に沿わせて穿刺針４０の針部４１を設置可能な針溝４
５を設けることによって、超音波ガイド下で穿刺針４０
の針部４１を剌入して、患部に薬剤の注入若しくは患部
の組織の採取を行える。
【００６９】このように、観察用本体の接続パイプを屈
曲自在でかつ屈曲形状を保持することが可能な蛇腹パイ
プで構成したことによって、超音波ガイド下で安全に穿
刺を行うことができる。
【００７０】なお、前記ストレートパイプ３１の代わり
又はこのストレートパイプ３１の一部に図１１（ａ），
図１１（ｂ）に示すように湾曲駒６５同士をリベット６
６によって回動自在に連接し、所定の位置に設けた例え
ばスライド式の湾曲レバー６７によって牽引操作される
湾曲操作ワイヤ６８を先端の湾曲駒６５に配置して例え
ば図中破線に示すように上下方向やそれに加えて図示し
ない左右方向に湾曲するように構成した湾曲部材６４を
設けて観察用本体３Ｂを構成するようにしてもよい。
【００７１】このことによって、患部の管腔位置に合わ
せて湾曲レバー６７を操作して湾曲部材６４を湾曲させ
て様々な方向の超音波画像を得られる。前記湾曲部材６
４は連接された湾曲駒６５，…，６５に図示しないゴム
製の湾曲チューブを被覆して構成される。
【００７２】図１２及び図１３は本発明の第３実施形態
に係り、図１２は観察用本体の構成が異なる顕微鏡下プ
ローブの構成を説明する図、図１３は顕微鏡下プローブ
の作用を説明する図である。
【００７３】図１２に示すように本実施形態の観察用本
体３Ｃは、ハンドル部３３の側面から前記第１実施形態
及び第２実施形態で設けられていた注水ポート３８を排
除している。そして、ハンドル部３３の基端部開口３３
ｃを注水ポートと兼用した構成にしている。
【００７４】また、プローブ固定ネジ３９を滅菌カバー
５５の装着部である周溝３３ａよりも基端側に設けてい
る。なお、本図において構成を明確にするため滅菌カバ
ーの図示を省略している。
【００７５】さらに、観察用本体３Ｃを構成するハンド
ル部３３の側面部には例えば超音波画像のフリーズを操
作するためのリモートスイッチ４６や超音波画像のプリ
ントアウトなどのコントロールを行うリモートスイッチ
４７等が設けてある。
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【００７６】そして、観察用本体３Ｃを構成するハンド
ル部３３を硬性な部材で屈曲形状に構成する際、ストレ
ートパイプ３１と口金配置部（把持部）３６の中心軸と
が角度θで交叉する構成にして、ストレートパイプ３１
の先端部に固設された先端キャップ３２と前記ハンドル
部３３の口金配置部３６とをオフセットした位置関係に
している。なお、ハンドル部３３のオフセット量は、各
術者毎に保持バランス・操作性・顕微鏡視野確保量を考
慮し、かつ操作性と基本機能の両立を図って設定され
る。
【００７７】本実施形態においては、先端キャップ３２
の空間部に脱気水を注水する際、図１３に示すように注
射器５９に装着された細径チューブ５９ａを貫通孔３４
内に配置して注水を行うものであり、前記注射器５９内
に脱気水が入っている。
【００７８】そして、前記注射器５９の細径チューブ５
９ａを貫通孔３４内に挿通し、この細径チューブ５９ａ
の先端を前記先端キャップ３２の空間部内に到達させて
から注水を行う。このときの注入量は、観察用本体３Ｃ
内の内部空間の体積より若干少なくなるように行う。
【００７９】脱気水注入終了後、超音波プローブ本体２
の振動子部２３、フレキシブルシャフト２２を―旦、水
で濡らし、それから前記ハンドル部３３の基端部開口３
３ｃから貫通孔３４内に挿入していく。このフレキシブ
ルシャフト２２を水で濡らすことにより、観察用本体３
Ｃ内の内部空間に注入されている脱気水に空気が混入し
難くなっている。
【００８０】前記フレキシブルシャフト２２を挿入後、
口金配置孔３４ａ内に挿通された段付口金２５をＯリン
グ５１の付勢力に抗して押し込み、この段付口金２５が
所定位置に到達したなら、本体固定ネジ３９を締めつけ
て超音波プローブ本体２と観察用本体３Ｃとが一体にし
た顕微鏡下プローブ４が構成される。その他の構成は上
述した実施形態と同様であり、同部材には同符合を付し
て説明を省略する。
【００８１】このように、ハンドル部から注水ポートを
排除する一方で、ハンドル部に各種操作を行うリモート
スイッチを設けたことによって操作性が大幅に向上す
る。その他の作用及び効果は上述した実施形態と同様で
ある。
【００８２】図１４を参照して前記図１２及び図１３で
示した観察用本体の応用例を説明する。ここで、図１４
（ａ）はハンドル本体を説明する図、図１４（ｂ）はプ
ローブ挿通本体を説明する図、図１４（ｃ）は観察用本
体を説明する図、図１４（ｄ）は観察用本体の断面図、
図１４（ｅ）は口金配置部に配置されたフレキシブルシ
ャフトの構成を説明する図である。
【００８３】図１４（ｃ）に示すように観察用本体３Ｄ
は、図１４（ａ）に示すハンドル本体３３Ａと、図１４
（ｂ）に示す前記ハンドル本体３３に着脱自在なプロー
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ブ挿通本体５０とで構成され、前記ハンドル本体３３Ａ
に前記プローブ挿通本体５０を一体にして構成される。
【００８４】図１４（ａ）に示すようにハンドル本体３
３Ａには前記プローブ挿通本体５０を着脱自在に保持す
る取付機構と後述する角度調整機構とを兼ねる調整用ノ
ブ３３ｃが設けてある。また、ハンドル本体３３Ａの側
周面に例えば前記リモートスイッチ４６、４７が配置さ
れている。符号４８は前記ハンドル本体３３Ａの基端部
から延出する電気ケーブル４８であり、この電気ケーブ
ル４８には前記リモートスイッチ４６、４７から延出す
る信号線が挿通している。一方、図１４（ｂ）に示すよ
うにプローブ挿通本体５０は、前記ストレートパイプ３
１と、前記先端キャップ３２と、前記取付け部３６ｂを
設けた口金配置部３６ａとで構成されている。
【００８５】したがって、前記取付け部３６ｂをハンド
ル本体３３Ａの所定位置に配置して前記調整用ノブ３３
ｃを適宜締め付け操作することによって、前記ハンドル
本体３３Ａから延出するストレートパイプ３１の延出方
向が図１４（ｃ）に示す実線或いは破線の位置等に変化
して、ハンドル本体３３Ａの長手方方向軸とストレート
パイプ３１の長手方向軸とが形成する交差角度を術者の
所望する状態に設定することができる。
【００８６】なお、図１４（ｄ）に示すように前記ハン
ドル本体３３Ａには前記口金配置部３６ａを配置するた
めの配置凹部４９が形成されており、この配置凹部４９
の内周面所定位置には磁力を検知するホール素子４９ａ
が配置されている。一方、図１４（ｅ）に示すように前
記口金配置部３６ａ内に挿通配置されるフレキシブルシ
ャフト２２の所定位置には前記ホール素子４９ａに検知
される磁石２２ａを配置した検知部材２２ｂが設けられ
ている。
【００８７】このことにより、前記ホール素子４９ａが
前記フレキシブルシャフト２２に配置されている検知部
材２２ｂの磁石２２ａを検知することによって、前記図
８（ｃ）と同様にホール素子４９ａによって検知される
磁石２２ａの方向が常に一定方向（図では上方向）にな
るように補正して画面上に超音波画像を表示させること
によって術者はハンドル部３３Ａの位置関係と超音波画
像の位置関係とを容易に把握しながら観察を行うことが
できる。
【００８８】図１５ないし図１７は本発明の第４実施形
態に係り、図１５は顕微鏡下プローブの先端部の構成を
説明する図、図１６は顕微鏡下プローブの先端部を示す
斜視図、図１７は顕微鏡下プローブの走査範囲を説明す
る図である。
【００８９】本実施形態は、前記第１ないし第３実施形
態の顕微鏡下プローブ４の超音波振動子２９の走査方向
が挿入軸に対して直交する、３６０度全周のラジアル画
像を得る構成であったのに対し、挿入方向（挿入軸前方
方向）の画像及びラジアル画像の両画像を得ることが可
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能な顕微鏡下プローブの構成例を説明するものである。
【００９０】図１５及び図１６に示すように本実施形態
においては前記先端キャップ３２が取り付けられるスト
レートパイプ３１の代わりに、先端突出部となる例えば
金属製の超音波反射ミラーを設けたミラー付きパイプ３
１ａを設けて構成されている。
【００９１】図１５に示すようにミラー付きパイプ３１
ａは、前記フレキシブルシャフト２２が挿通されるシャ
フト配置孔９ａと、このシャフト配置孔９ａの突出部の
先端側に略４５度に傾斜して形成された前記超音波振動
子２９に対向するミラー反射面９ｂと、前記超音波プロ
ーブ本体２の振動子部２３が通過する軽量化を図るため
の肉逃げ部を兼ねる挿通孔９ｃとで構成されている。
【００９２】図１５及び図１６に示すように前記挿通孔
９ｃ及びシャフト配置孔９ａを通過させて前記振動子部
２３を所定位置に配置することによって、前記ミラー反
射面９ｂと前記振動子部２３の超音波振動子２９とが対
向した位置関係になる。
【００９３】したがって、図１７に示すように回転する
超音波振動子２９から３６０度全周に向けて超音波が放
射されたとき、放射された超音波の一部がミラー反射面
９ｂで反射されて前方方向に向かって出射していく。
【００９４】つまり、本実施形態においては振動子部２
３の超音波振動子２９から３６０度全周に向けて超音波
を放射することによって、前記ミラー反射面９ｂで反射
される超音波による前方走査と、前記ミラー反射面９ｂ
で反射されることなく周方向に放射される超音波による
ラジアル走査とを行って、前方画像及びラジアル画像の
両画像を得られる。なお、このとき、前記ミラー反射面
９ｂを形成するための先端突出部を設けたことによって
ラジアル画像の一部が欠けた画像になる。
【００９５】このように、先端部に略４５度傾斜して超
音波振動子に対向するミラー反射面を有するミラー付き
パイプを構成し、超音波振動子から３６０全周に向けて
超音波を放射させることによって、ミラー反射面に反射
して放射されて得られる前方画像と、周方向に放射され
て得られるラジアル画像との両画像を得て観察及び処置
を行うことができる。
【００９６】なお、図１８の先端キャップの他の構成例
を説明する図に示すように、突出部の先端部にミラー反
射面を設ける代わりに、先端キャップ３２の先端側に略
４５度に傾斜したミラー反射面９ｆを形成した超音波反
射ミラーを構成する超音波反射ミラー部材９ｇを設ける
ようにしてもよい。このことによって、図１９の前方画
像及びラジアル画像の両画像を得る際の配置位置を説明
する図に示すように振動子部２３を先端側所定位置に配
置することにより、前記超音波反射ミラー部材９ｇのミ
ラー反射面９ｆの対向する位置に超音波振動子２９が配
置されて、上述したように前記ミラー反射面９ｆで反射
した超音波によって得られる前方画像と、周方向にに放
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射されて得られるラジアル画像との両画像を得られる。
【００９７】一方、図２０の３６０度全周のラジアル画
像を得る際の配置位置を説明する図に示すように超音波
振動子２９を基端側所定位置に配置することにより、前
記ミラー反射面９ｄに対して超音波振動子２９が対向し
ない位置関係にして３６０度のラジアル画像を得られ
る。
【００９８】このように、術者が適宜、超音波振動子の
配置位置を挿入軸方向に進退させて設定することによ
り、前方画像及びラジアル画像の両画像を得ての観察及
び処置或いは、３６０度全周のラジル画像を得ての観察
及び処置を選択的に行うことができる。
【００９９】なお、図２１の顕微鏡下手術用超音波プロ
ーブの他の構成例を説明する図に示すようにミラー反射
面９ｄの一部に例えば溝部９ｈを形成し、この溝部９ｈ
にイメージガイドファイバー等で構成した観察光学部６
９を配設することにより、顕微鏡視野に加えて前記観察
光学部６９でとらえた観察部位の光学像を観察して挿入
位置の確認等を行える。
【０１００】図２２ないし図２４は前記第４実施形態の
応用例に係り、図２２はアーチフェクトを低減させる一
構成例を説明する図、図２３及び図２４はアーチフェク
トを低減させる他の構成例を説明する図である。なお、
図２３は顕微鏡下プローブの外観図、図２４（ａ）はミ
ラー反射面の正面図、図２４（ｂ）はミラー反射面の側
面図、図２４（ｃ）は図２４（ｂ）のｃ－ｃ断面図であ
る。
【０１０１】図２２に示すように前記ミラー反射面９ｂ
近傍の超音波振動子２９側の側面９ｄに例えばクロロプ
レンゴム等の超音波を吸収する吸音材９ｅを配置する。
このことによって、この超音波振動子２９から出射され
た超音波が吸音材９ｅに吸収されるので、側面９ｄで反
射して超音波振動子２９に入射することによって発生す
るアーチファクトを低減させて、良好な超音波画像が得
られる。
【０１０２】また、図２４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示
すように超音波振動子２９から出射された超音波が前記
側面９ｄで反射されて再び超音波振動子２９に入射する
ことを防止するため、ミラー反射面９ｆを超音波振動子
２９の放射面全面に対向させている。このことによっ
て、超音波振動子２９に対向する側面９ｄをなくしてア
ーチファクトを低減させた良好な超音波画像を得られ
る。また、ミラー反射面を下膨れ形状に形成したことに
よって前方走査面を広画角にしている。
【０１０３】なお、全面反射面９ｆ近傍の超音波振動子
２９側の側面９ｄに前記吸音材９ｅを配置することによ
って、乱反射した超音波を吸収してさらに効果的にアー
チファクトを低減させた良好な超音波画像を得られる。
【０１０４】また、上述した実施形態においては、超音
波振動子２９の放射面全面に対向するように下膨れ形状
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の全面反射面９ｆを形成したことによって、図２３に示
すように前記フレキシブルシャフト２２の中心軸Ｃ1 
と、全面反射面９ｆの前方スキャン面中心軸Ｃ2 との間
に軸ずれｄが生じる。このため、振動子部２３を覆う先
端キャップ３２の表面所定位置に前方スキャン面の中心
軸位置を一見して判断できる前方スキャン面指標３２ｄ
を例えばレーザーマーキングによって形成している。こ
のことによって、全面反射面９ｆの前方スキャン面中心
軸Ｃ2 を容易に管腔の目的部位に対向させて配置するこ
とができる。
【０１０５】さらに、先端キャップ３２に挿入量を一見
して使用者に知らしめるための深さ指標３２ｅ、３２
ｆ、３２ｇ、３２ｈをレーザーマーキングによって形成
している。この深さ指標３２ｅ、３２ｆ、３２ｇ、３２
ｈを設けることによって顕微鏡を覗いた状態で瞬時に挿
入量の把握を行なえる。又、顕微鏡下プローブ４を構成
するストレートパイプ３１の外表面にも深さ指標３１
ｂ、３１ｃ、３１ｄ…を設ける構成にしてもよい。この
ことによって顕微鏡を覗いた状態で瞬時に挿入量の把握
を行なえる。
【０１０６】また、ストレートパイプ３１等外表面が金
属の場合、その金属の外表面は梨地仕上げとし、顕微鏡
下プローブを使用する際に必要以上にパイプ面がひから
ないようにしている。
【０１０７】図２５ないし図３１Ｂは本発明の第５実施
形態に係り、図２５は超音波プローブ本体の他の構成例
を説明する図、図２６は超音波プローブ本体に対応した
観察用本体を説明する図、図２７は顕微鏡下プローブの
構成を説明する図、図２８は固定口金の他の構成を説明
する図、図２９は振動子部の他の構成例を説明する図で
ある。
【０１０８】なお、図２６（ａ）はオフセット連結部の
中心軸に対して略平行なパイプ部を有する超音波プロー
ブ本体を示す図、図２６（ｂ）はオフセット連結部の中
心軸に対して屈曲した位置関係になるパイプ部を有する
超音波プローブ本体を示す図、図２９（ａ）は振動子素
子がコンベックス型の振動子部を示す図、図２９（ｂ）
は振動子素子がリニア型の振動子部を示す図である。
【０１０９】上述した第１ないし第４実施形態において
は顕微鏡下プローブ４の振動子部２３を、フレキシブル
シャフト２２に固定されたハウジング２８に超音波振動
子２９を設けた、プローブ駆動ユニット１０のモータに
よってフレキシブルシャフト２２を回転駆動させて走査
を行なう機械式として説明したが、本実施形態において
は超音波振動子を例えば図２５に示すように複数の振動
子素子７１を先端部に例えば周状に規則的に配列配置さ
せた振動子部６２を備え、各振動子素子７１を電気的に
駆動させて走査を行なう電子ラジアルスキャン方式の超
音波プローブ本体２Ａとしている。
【０１１０】前記超音波プローブ本体２Ａは、複数の振
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動子素子７１を例えば周状に規則的に配置した振動子部
７２と、この振動子部７２を構成する各振動子素子７１
から延出する信号線（不図示）が挿通する柔軟で細長な
信号ケーブル７３と、この信号ケーブル７３の中途部に
配置されて前記段付口金２５と同様に後述する本体固定
ネジが当接する固定口金７４と、前記信号ケーブル７３
の基端部に配置されて前記振動子素子７１を駆動させて
超音波送受の処理を行う超音波送受波回路等を備えた超
音波観測部に着脱自在に接続される着脱レバーを有する
コネクタ７５とで主に構成されている。
【０１１１】一方、前記超音波プローブ本体２Ａが挿通
される観察用本体７６は、図２６（ａ）に示すようにオ
フセット連結部７６ａと、先端が開口して前記オフセッ
ト連結部７６ａの中心軸に対して平行な位置関係で形成
したストレートタイプのパイプ部７６ｂとを一体にした
構成或いは、図２６（ｂ）に示すように前記オフセット
連結部７６ａの中心軸に対して屈曲した位置関係で形成
した屈曲タイプのパイプ部７６ｃと前記オフセット連結
部７６ａとを一体にして構成され、前記オフセット連結
部７６ａの所定位置には本体固定ネジ７７が配置されて
いる。
【０１１２】そして、図２７に示すように前記観察用本
体７６に前記超音波プローブ本体２Ａを挿通配置して、
本体固定ネジ７７を固定口金７４に対して締めつけ固定
することによって、前記超音波プローブ本体２Ａの振動
子部７２が前記観察用本体７６のパイプ部７６ｂの開口
から突出した状態で一体になって電子ラジアル式の顕微
鏡下プローブ４が構成される。
【０１１３】このように、先端部に振動子素子を複数配
列させた超音波プローブ本体を先端の開口した観察用本
体の所定位置に配置することによって、電子式の顕微鏡
下プローブを構成して上述した実施形態と同様の作用及
び効果を得ることができる。
【０１１４】なお、図２８に示すように前記固定口金７
４を電極パターン７４ｂを備えた固定口金兼用ケーブル
コネクタ７４ａとして構成する一方、この電極パターン
７４ｂに電気的かつ機械的に着脱自在な接続部となる電
極パターン７３ｂを設けた振動子部付信号ケーブル７３
ａを構成することにより、オートクレーブ滅菌の高温高
湿条件に対する耐性を有していない振動子部７２を備え
た振動子部付信号ケーブル７３ａを使い捨てにして外科
手術に対応する超音波プローブ本体の低価格化を図るこ
とができる。
【０１１５】また、電子式の前記振動子部７２は、ラジ
アルスキャンタイプに限定されるものではなく、例えば
図２９（ａ）に示すように複数の振動子素子７１を放射
状に配列配置させて放射状の超音波観測領域を構成する
コンベックスタイプの振動子部７２ａや、図２９（ｂ）
に示すように複数の振動子素子７１を挿入方向に配列配
置させて挿入方向の超音波観測領域を構成するリニアタ
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イプの振動子部７２ｂ等であってもよい。こうすること
によって、用途に応じてスキャンヘッドを選択交換でき
るので観察効率を向上させることができる。
【０１１６】さらに、図３０（ａ）に示すようにラジア
ルスキャンタイプの振動子部７２にイメージガイドファ
イバー等で構成した観察光学部７８を設ける構成や、図
３０（ｂ）に示すようにコンベックスタイプの振動子部
７２ａに前記観察光学部７８を設ける構成、図３０
（ｃ）に示すようにリニアタイプの振動子部７２ｂに前
記観察光学部７８を設ける構成であってもよい。このこ
とにより、顕微鏡視野に加えて前記観察光学部７８でと
らえた観察部位の光学像を観察して挿入位置の確認等を
行える。
【０１１７】又、図３１（ａ）に示すように振動子素子
７１を配列した例えばリニアタイプの振動子部７２ｂに
加えて、治療用の振動子素子を配列した治療用振動子部
７２ｃを設ける構成にしたり、図３１（ｂ）に示すよう
に先端部材７０にコンベックスタイプの振動子部７２ａ
とリニアタイプ振動子部７２ｂとを設け、この先端部材
７０を例えばモーターの回転駆動力を伝達するフレキシ
ブルシャフト７０ａで回転させることによって、三次元
の超音波観察画像を得る構成にしてもよい。符号７９は
治療用振動子部７２ｃが配置されている位置を使用者に
目視で知らしめる、つまり治療面側を告知するマーカー
である。
【０１１８】また、図３２の観察用本体の応用例を説明
する図に示すように前記パイプ部７６ｂの先端に、先端
部に振動子部７２を配置するための切欠部７６ｃを形成
した可撓性を有する湾曲シース部材７６ｄを配置する一
方、この切欠部７６ｃの所定位置にアングルワイヤ７６
ｅを設けることによって、患部の管腔位置に合わせてア
ングルワイヤ７６ｅを牽引操作して、湾曲シース部材７
６ｄを例えば破線に示す位置から実線に示す位置まで湾
曲させて様々な方向の超音波画像を得られる。さらに、
前記パイプ部７６ｂ、７６ｃを前記湾曲部材６４で構成
することにより、この湾曲部材６４を湾曲操作ワイヤ６
８の操作によって所望の方向に湾曲させて様々な方向の
超音波画像を得られる。その他の作用及び効果は上述し
た実施形態と同様である。
【０１１９】なお、前記図２３で説明したように先端キ
ャップ３２やストレートパイプ３１等に深さ指標３２
ｅ、…、３２ｈ，３１ｂ、…、３１ｈを設けることによ
って顕微鏡を覗いた状態で瞬時に挿入量の把握を行なう
ことができるようにした場合、観察部位である管腔に生
理食塩水を注入して超音波検査を行なっているとき、こ
の生理食塩水中に血液等が混じると、顕微鏡による先端
部の確認が難しくなって観察に支障をきたすおそれがあ
る。
【０１２０】このことを防止するため、図３３の観察用
本体の観察性能を向上させるための構成例を説明する図
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に示すように観察用本体のストレートパイプ３１や蛇腹
パイプ５４、パイプ部７６ｂ等の側面に生理食塩水を供
給する送液管路８１と、血液の混じった生理食塩水を吸
引する吸引管路８２とを配設する。そして、一方の管路
である例えば吸引管路８２の先端面を先端キャップ３２
の先端近傍に配置させる。
【０１２１】このことによって、生理食塩水中に血液等
が混じて顕微鏡による視野の確保が難しくなったとき、
血液の混じった生理食塩水を吸引管路８２を介して吸引
排出する一方、送液管路８１を介して生理食塩水を供給
して、生理食塩水の循環を行なうことによって、透明度
が回復されて顕微鏡下での観察視野を確保することがで
きる。
【０１２２】また、吸引管路８２の先端を先端キャップ
３２の先端近傍に配置したことによって、吸引管路８２
の先端が超音波振動子の放射面前面に位置するので、超
音波画像上に吸引管路８２の超音波画像が表示されてオ
リエンテーション付けを容易に行うことができる。な
お、本図においては振動子部を機械式として示している
が振動子部は電子式であってもよい。
【０１２３】また、上述した実施形態では観察部位に生
理食塩水を注入して超音波検査を行なうとしているが、
振動子部を覆う膨縮自在なバルーンを設けることによっ
て、生理食塩水等を供給して膨張させたバルーンを管腔
表面に密着させて超音波観察を行うことができる。
【０１２４】そのため、図３４の観察用本体にバルーン
部を設ける構成を説明する図に示すようにバルーン部８
５を構成するため、先端キャップ８６に前記振動子部２
３が配置される空間部８６ａ及びバルーン８７の一部が
着脱自在に配置される係入固定部になる所定の形状及び
深さ寸法に形成した先端溝部８６ｂを設ける。前記バル
ーン８７は、先端キャップ８６の側周面略全周を覆うよ
うに配置される伸縮自在で超音波透過性を有するラテッ
クスやテフロン（登録商標）ゴム等の膨縮自在なバルー
ン部材で両端が開口した略チューブ状に形成されてい
る。
【０１２５】前記バルーン８７は、バルーン基端側を前
記ストレートパイプ３１の外周に糸巻き接着によって一
体的に固定され、バルーン先端側に端部を丸めて形成し
たバルーンＯリング部８７ａを先端側から前記先端溝部
８６ｂ内に水密的かつ着脱自在に係入して先端キャップ
８６の側周面を覆っている。
【０１２６】また，前記先端キャップ８６の先端側の側
周面には前記空間部８６ａとこの先端キャップ８６の外
部とを連通する１つ又は複数の側孔８６ｃが形成されて
おり、注入された生理食塩水等の超音波伝達媒体がこの
側孔８６ｃを通ってバルーン８７内に注入されるように
なっている。
【０１２７】図３５（ａ）に示すように超音波伝達媒体
が注入されることによって、空間部８６ａ内に貯溜され

20
ていた超音波伝達媒体が側孔８６ｃを通過してバルーン
８７と先端キャップ８６の側周面との間の隙間に流れ込
む。このとき、バルーンＯリング部８７ａが先端溝部８
６ｂに係入されているので、側孔８６ｃを通って流れ込
んでくる超音波伝達媒体によってバルーン８７が膨張す
る。そして、膨張した状態に保持したバルーン８７を観
察目的部位に密着させて、超音波振動子２９を回転させ
て目的部位の超音波観察画像の観察を行うことができ
る。
【０１２８】なお、前記バルーン８７内に必要以上に多
くの超音波伝達媒体を注入してしまった場合には、図３
５（ｂ）に示すようにバルーン８７が膨張して内圧が上
昇する。すると、前記バルーンＯリング部８７ａを長手
方向先端側に押圧する力が働く。このことにより、この
バルーン８７が大きく膨らんで破裂する前に、前記バル
ーンＯリング部８７ａが先端溝部８６ｂから先端側に押
し出されて抜け落ち、バルーン８７内に送り込まれてい
た超音波伝達媒体がバルーン８７の開口から溢れ出る。
このとき、バルーン基端側はストレートパイプ３１の外
周に糸巻き接着によって一体的に固定しているのでバル
ーン８７が脱落することはない。なお、本図においては
振動子部を機械式として示しているが振動子部は電子式
であってもよい。
【０１２９】なお、上述した内容から電子式の顕微鏡下
プローブを構成する場合、図３６に示すように構成する
ことが望ましい。まず、ハンドル部３３Ｂは、処置具挿
通口９１、湾曲操作ノブ６７ａ、信号線やフレキシブル
シャフトが挿通されるユニバーサルコード９２、送液管
路８１、吸引管路８２がそれぞれ延出される管路導出口
９３、９４、オフセット連結部７６ａの基端部を着脱自
在に固定する固定具９５を備えた構成にする。このと
き、前記ユニバーサルコード９２、送液管路８１、吸引
管路８２、処置具挿通口９１から挿入された処置具が顕
微鏡に当たることを防止するため、側部から延出させ
る。
【０１３０】次に、パイプ部７６ｂの先端に湾曲部材６
４を設け、この湾曲部材６４及びパイプ部７６ｂの外表
面には指標３１ｂ、３１ｃ、３１ｄ…を設けておく。そ
して、前記湾曲部材６４の先端部にコンベックスタイプ
の振動子部７２ａを設けた振動子部ユニット９６やリニ
アタイプの振動子部７２ｂ、ラジアルスキャンタイプの
振動子部７２や前記振動子部７２ａと前記振動子部７２
ｂとを組み合わせもの等を設けた様々な走査タイプの振
動子部ユニット９７、９８、９９を着脱自在に取り付け
られるようにしておく。このとき、振動子部側及び湾曲
部材側にそれぞれ電極パターン７３ｂ、電極パターン７
４ｂを設けておく。
【０１３１】なお、前記振動子部ユニットに処置具が突
出する開口を設けておくことにより、前記処置具挿通口
９１から挿通された処置具１００を破線に示すように導



(12) 特開２００１－２２４５９５

10

20

30

40

50

21
出させることができる。また、この振動子部ユニットに
バルーン８７を装着するための先端溝部８６ｂ等を設け
ておくようにしてもよい。符号１００ａはスキャン面指
標を兼ねる処置具導出方向マークである。
【０１３２】ところで、上述した実施形態においては、
プローブ駆動ユニット１０に設けられているモータの回
転駆動力を１つの細長なフレキシブルシャフト２２によ
って伝達して振動子部２３を回転させていた。このた
め、プローブ駆動ユニット１０に設けられているモータ
の回転駆動力を安定した状態で振動子部２３まで伝達さ
せるためにはフレキシブルシャフトをある程度太径にす
る必要がある。しかし、微小な管腔に対応させるために
はできるだけフレキシブルシャフトを細径にする必要が
ある。このため、細径のフレキシブルシャフトに安定し
た駆動力を伝達させる構成が望まれていた。
【０１３３】図３７に示すように本実施形態においては
駆動力を伝達するフレキシブルシャフトを第１フレキシ
ブルシャフト１０１と第２フレキシブルシャフト１０２
とで主に構成している。
【０１３４】つまり、コネクタ部２１から段付口金２５
基端までを回転力を伝達することを重視した太径な第１
フレキシブルシャフト１０１とし、段付口金２５先端か
らハウジング２８基端までを観察用本体３内に挿通させ
る寸法に合わせた細径な第２フレキシブルシャフト１０
２としている。そして、段付口金２５内で前記第１フレ
キシブルシャフト１０１と第２フレキシブルシャフト１
０２とをパイプ形状の中継シャフト１０３によって一体
的に連結固定している。
【０１３５】このことによって、図示しないモータの回
転駆動力は、第１フレキシブルシャフト１０１、中継シ
ャフト１０３、第２フレキシブルシャフト１０２を介し
てハウジング２８に伝達される。
【０１３６】なお、前記中継シャフト１０３の先端部に
は、口金内周面と中継シャフト外周面との水密を保持す
るＯリング１０４が設けてある。また、この中継シャフ
ト１０３の略中央部には透孔１０５に連通する側孔１０
６が形成されており、この側孔１０６から透孔１０５内
に接着剤８７を流し込んで、前記信号線２９を接着固定
するとともに、この透孔１０５を先端側と基端側とに分
断している。
【０１３７】このように、回転力を伝達するフレキシブ
ルシャフトを太さの異なる２種類のフレキシブルシャフ
トを中継シャフトで一体的に連結して構成したことによ
り、所望の回転力を所望の径寸法に設定したフレキシブ
ルシャフトに効率良く伝達することができる。このこと
によって、細径のフレキシブルシャフトであっても回転
の安定性が増す。
【０１３８】また、中継シャフトの透孔に接着剤を流し
込んで分断したことにより、フレキシブルシャフト内に
汚物が入り込むことを確実に防止して、洗浄性を大幅に
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向上させることができる。
【０１３９】ところで、一般的なプローブ駆動ユニット
は、モータと、検出手段であるエンコーダ、信号伝達手
段であるスリップリング、回転制御回路とで構成され、
モータにはフレキシブルシャフトが接続され、このフレ
キシブルシャフトを介して超音波送受信部である超音波
振動子を回転させていた。そして、超音波振動子の位置
を検出するため、超音波振動子を回転駆動させるモータ
にエンコーダを設け、ここで検出された位置と、実際の
振動子の位置（走査している位置）とが一致するように
補正して超音波画像を得るようにしていた。しかし、フ
レキシブルシャフトが細径であるためモータの回転駆動
力を安定した状態で超音波振動子まで伝達することが難
しく、精度の良い超音波画像を得ることが難しい。
【０１４０】このため、本実施形態においては、図３８
に示すようにエンコーダを前記中継シャフト１０３が挿
通する透孔を有する貫通孔付きエンコーダ１１０とし、
ハンドル本体３３内の所定位置に配置している。このエ
ンコーダ１１０は、光学式或いは磁気式等で回転位置信
号を信号ケーブル１１１を介して後述する回転制御回路
１１４に出力されるようになっている。
【０１４１】したがって、本実施形態のプローブ駆動ユ
ニット１０Ａにはエンコーダを除いたモータ１１２、ス
リップリング１１３、回転制御回路１１４とで構成し、
このプローブ駆動ユニット１０Ａに超音波観測装置１１
５の送受信回路１１６が接続される構成になっている。
【０１４２】また、前記ハンドル本体３３には中継シャ
フト１０３を回転自在に保持するベアリング１１７を配
置した屈曲形状のパイプ部材１１８が着脱自在に配置さ
れるようにしている。
【０１４３】このように、貫通孔付きエンコーダをハン
ドル本体に設けたことによって、超音波振動子とエンコ
ーダとの距離を近づけて、エンコーダの検出する回転位
置信号と、実際の振動子の位置とが一致した高精度の超
音波画像を得ることができる。また、パイプ部材をハン
ドル本体に対して着脱自在に構成したことによって、観
察部位である管腔に挿入されるパイプ部材を使い捨て構
造にすることができる。
【０１４４】ところで、顕微鏡下手術システムでは手に
伝わる感触が非常に重要であり、術者もこの感覚を非常
に大切にしている。しかしながら、前記ハンドル部３３
の把持部を兼ねる口金配置部３６は一定形状であるた
め、術者によってはこの把持部の径寸法に違和感を感じ
ていた。
【０１４５】本実施形態においては図３９（ａ）に示す
ように把持部を兼ねる口金配置部３６の外装に弾性部材
１２１を配置している。そして、この弾性部材１２１
を、配置部本体１２２と、この配置部本体１２２の端部
に形成したネジ部１２３に沿って移動する調整つまみ１
２４とで狭持する構成にしている。
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【０１４６】このため、図３９（ｂ）に示すように調整
つまみ１２４を締め込んでいくことによって弾性部材１
２１がこの調整つまみ１２４と配置部本体１２２とによ
って押しつぶされて外径が膨らむように太径になってい
く。そして、調整つまみ１２４を緩めることによって、
弾性部材１２１が元に戻るようになっている。
【０１４７】つまり、調整つまみを配置部本体側に締め
込んだり、緩めたりすることによって弾性部材の膨張状
態を変化させて、操作者の手の大きさに合ったハンドル
部を構成することができる。このことによって、優れた
把持性を得て操作性の向上を図れる。
【０１４８】ところで、処置部位近傍の断層像を得てい
る場合、開頭に伴なうブレインシフトの問題が解決され
た場合には以下に示す構成をとることによって、術前の
ＣＴやＭＲＩによる診断画像に、超音波画像を重ね合わ
せて処置を行なうことができる。
【０１４９】そのため、図４０に示すように観察用本体
３のハンドル部３３に後述するマーカーを備えたマーカ
ー部材を設ける一方、患者の横たわる手術ベッドの例え
ば足元付近に前記マーカーを追尾する２つのカメラ１３
４を備えたナビゲーション本体ヘッド（以下本体ヘッド
と略記する）１３０をアーム部材１３１を介して配置す
る。なお、このアーム部材１３１には本体ヘッド１３０
の向きを調整する位置調整機構部１３２が設けられてい
る。
【０１５０】図４１に示すように前記ハンドル部３３の
基端部には所定の位置に第１マーカ１３６、第２マーカ
１３７、第３マーカ１３８を配置したマーカー部材１３
５が例えば固定ネジ１３９によって着脱自在に取り付け
られるようになっている。
【０１５１】このことにより、前記ハンドル部３３の動
きに合わせて移動するマーカ１３６、１３７、１３８が
前記カメラ１３４によって追尾される一方、このカメラ
１３４で追尾されたマーカー１３６、１３７、１３８の
座標位置を図示しない位置計測装置のＣＰＵで演算処理
して図４２に示すようにモニタ画面１４０上に表示され
る例えばＭＲＩによる診断画像１４１に超音波画像のス
キャン面を表すスキャン面指標１４２とプローブの挿入
方向を示すプローブ指標１４３とをスーパインポーズ表
示した画像や超音波画像１４５を表示させる。
【０１５２】なお、本実施形態においては本体ヘッドに
カメラを設けた光学式追尾システムによって計測するシ
ステムとしているが、追尾システムは光学式に限定され
るものではなく、磁気式、超音波式等であってもよい。
【０１５３】ところで、医師からは術中に観察表面より
深部の確認を行うために超音波観察を行ないたいという
要望とともに、簡単な処置を行ないたいという要望があ
った。
【０１５４】そのため、本実施形態においては図４３
（ａ）に示すように前記超音波振動子２９が配設されて
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いるハウジング２８に回転駆動力を伝達するフレキシブ
ルシャフト２２の所定位置に第１の歯車１５１を固設す
る一方、一対のベアリング１５３に軸支された軸部材１
５４に前記第１の歯車１５１に噛合する第２の歯車１５
２を固設している。この軸部材１５４には第２の歯車１
５２とともに腫瘍等を削って除去する目的のカッター１
５５が固設されており、このカッター１５５の一部が外
表面に突出している。
【０１５５】図４３（ｂ）に示すように前記カッター１
５５による処置を行なう場合には前記フレキシブルシャ
フト２２を基端側に移動させて、前記第１の歯車１５１
と前記第２の歯車１５２とを噛合させる。そして、この
状態でフレキシブルシャフト２２を回転させることによ
って、第１の歯車１５１から第２の歯車１５２に回転駆
動力が伝達されてカッター１５５が回転して処置を行な
えるようになっている。
【０１５６】したがって、前記超音波振動子２９を回転
させて超音波検査をして管腔表面に腫瘍等を発見した際
には、前記フレキシブルシャフト２２を手元操作で基端
側に移動させて、第１の歯車１５１を第２の歯車１５２
に噛合させる。そして、フレキシブルシャフト２２を回
転させることによって第１の歯車１５１に噛合した第２
の歯車１５２を回転されて軸部材１５４が回転すること
によってカッター１５５が回転して目的の腫瘍等を削る
処置を行うことができる。
【０１５７】なお、符号１５６は前記フレキシブルシャ
フト２２を保持するとともに水密を確保するＯリングで
ある。
【０１５８】尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに
限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲
で種々変形実施可能である。
【０１５９】［付記］以上詳述したような本発明の上記
実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
【０１６０】（１）超音波観測装置に接続されるコネク
タ部から延出される柔軟で細長なチューブ体の先端部に
振動子部を設け、このチューブ体に連結部を設置した超
音波プローブ本体と、前記振動子部及びチューブ体が挿
通される細長な管状部と、この管状部の基端部に連接
し、前記連結部を着脱自在に連結する連結機構を具備し
た屈曲形状のハンドル部と、を具備する顕微鏡下手術用
超音波プローブ。
【０１６１】（２）超音波観測装置に接続されるコネク
タ部から延出する柔軟で細長なチューブ体の先端部に振
動子部を設け、このチューブ体の中途部に連結部となる
口金部材を配置した超音波プローブ本体と、前記振動子
部及びチューブ体が挿通される接続パイプ及びこの接続
パイプの基端部に前記口金部材を着脱自在に連結する連
結機構を備えた把持部を兼ねる口金配置部を形成した屈
曲形状のハンドル部を有する観察用本体と、を具備する
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顕微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１６２】（３）前記振動子部は、超音波振動子と、
この超音波振動子を保持するハウジングと、このハウジ
ングに一端が連結され、他端が前記超音波観測装置に接
続されて回転駆動力を伝達するフレキシブルシャフト
と、このフレキシブルシャフトを被覆する柔軟なチュー
ブ体とで構成される機械式である付記１又は付記２記載
の顕微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１６３】（４）前記振動子部は、規則的に配列した
複数の振動子素子と、これら複数の振動子素子から延出
する前記超音波観測装置に接続されて電気信号の送受を
行なう信号線に柔軟なチューブ体を被覆した信号ケーブ
ルとで構成される電子式である付記１又は付記２記載の
顕微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１６４】（５）前記観察用本体は、前記フレキシブ
ルシャフトの先端部に固定したハウジングが配置される
空間部を有する超音波透過性キャップを先端部に配置し
た接続パイプ及びこの接続パイプの基端部が配置される
パイプ配置部を一端部に形成し、他端部に前記口金部材
を配置する把持部を兼ねた口金配置部を備えた付記２又
は付記３記載の顕微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１６５】（６）前記観察用本体は、前記振動子部が
突出する先端開口を有する接続パイプ及びこの接続パイ
プの基端部が配置されるパイプ配置部を一端部に形成
し、他端部に前記口金部材を配置する把持部を兼ねた口
金配置部を備えた付記２又は付記４記載の顕微鏡下手術
用超音波プローブ。
【０１６６】（７）前記観察用本体は、パイプ配置部に
形成した前記接続パイプの基端部が係入配置されるパイ
プ配置孔及び前記口金配置部に形成した前記口金部材が
挿通配置される口金配置孔を有し、前記パイプ配置孔の
中心軸と、前記口金配置孔の中心軸とをオフセットする
位置関係に形成し、前記パイプ配置孔と前記口金配置孔
とを傾斜孔で連通した付記５又は付記６記載の顕微鏡下
手術用超音波プローブ。
【０１６７】（８）前記観察用本体に、前記口金配置孔
に挿通配置された口金部材を所定の位置に着脱自在に固
定する固定部材を設けた付記５又は付記６記載の顕微鏡
下手術用超音波プローブ。
【０１６８】（９）少なくとも前記超音波透過性キャッ
プ及びハンドル部は、内部が視認可能な透明度を有する
付記５記載の顕微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１６９】（１０）前記観察用本体を構成する超音波
透過性キャップは、前記接続パイプに着脱自在である付
記５記載の顕微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１７０】（１１）前記超音波透過性キャップの形状
を、観察部位毎に異なる形状で形成した付記１０記載の
顕微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１７１】（１２）前記観察用本体を構成する接続パ
イプは、一直線形状の硬性パイプである付記５又は付記*
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*６記載の顕微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１７２】（１３）前記接続パイプは、形状を変形さ
せることが自在で、かつ変形後の形状を保持する形状変
化保持パイプである付記５又は付記６記載の顕微鏡下手
術用超音波プローブ。
【０１７３】（１４）前記一直線形状の硬性パイプが、
口金配置部の中心軸と略平行である付記１２記載の顕微
鏡下手術用超音波プローブ。
【０１７４】（１５）前記一直線形状の硬性パイプと口
金配置部の中心軸とが角度θで交叉する付記１２記載の
顕微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１７５】（１６）前記観察用本体の重量は１０グラ
ムないし５０グラムである付記１２又は付記１３記載の
顕微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１７６】（１７）前記観察用本体の全長寸法は、２
００ｍｍないし２７０ｍｍである付記１２又は付記１３
記載の顕微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１７７】（１８）前記超音波透過性キャップ内に、
超音波を反射させる超音波ミラーの略４５度に傾斜した
ミラー反射面を、回転する超音波振動子の側方に対向さ
せて設けた付記２又は付記３記載の顕微鏡下手術用超音
波プローブ。
【０１７８】（１９）前記観察用本体に流体を供給する
送液管路及び流体を吸引する吸引管路を設けた付記２記
載の顕微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１７９】（２０）前記観察用本体の外表面に使用者
に挿入量を告知する深さ指標或いは前方スキャン面の位
置等を告知するスキャン面指標等を設けた付記２記載の
顕微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１８０】（２１）前記ハンドル部の先端部に先端キ
ャップを配置するとき、この先端キャップの一部にオリ
エンテーション付けを可能にする厚肉部を設けた付記３
記載の顕微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１８１】（２２）前記振動子部の放射面前面にオリ
エンテーション付けを可能にするリフレクタ－又は流体
管路又は吸引管路を配置した付記３又は付記４記載の顕
微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１８２】（２３）前記フレキシブルシャフトを径寸
法の異なるフレキシブルシャフトで構成し、一方の細径
なフレキシブルシャフトを観察用本体内に挿通配置した
付記３記載の顕微鏡下手術用超音波プローブ。
【０１８３】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、滅
菌を確保することが可能で、顕微鏡下での操作性に優れ
かつ高分解能の超音波画像を得られる顕微鏡下手術用超
音波プローブを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１ないし図８は本発明の第１実施形態に係
り、図１は顕微鏡下手術システムの概略構成を説明する
図



(15) 特開２００１－２２４５９５

10

20

30

40

27
【図２】超音波プローブ本体の構成を説明する図
【図３】観察用本体の構成を説明する図
【図４】先端キャップと接続パイプとの関係を説明する
図
【図５】滅菌カバーを説明する図
【図６】顕微鏡下手術用超音波プローブを説明する図
【図７】検査状態を説明する図
【図８】超音波透過性キャップの変形例を説明する図
【図９】オリエンテーション付けを容易にする顕微鏡下
手術用超音波プローブの構成例を説明する図
【図１０】図１０及び図１１は本発明の第２実施形態に
係り、図１０は観察用本体の他の構成を説明する図
【図１１】図１０の観察用本体の応用例を説明する図
【図１２】図１２及び図１３は本発明の第３実施形態に
係り、図１２は観察用本体の構成が異なる顕微鏡下プロ
ーブの構成を説明する図
【図１３】顕微鏡下プローブの作用を説明する図
【図１４】図１２で示した観察用本体の応用例を説明す
る図
【図１５】図１５ないし図１７は本発明の第４実施形態
に係り、図１５は顕微鏡下プローブの先端部の構成を説
明する図
【図１６】顕微鏡下プローブの先端部を示す斜視図
【図１７】顕微鏡下プローブの走査範囲を説明する図
【図１８】先端キャップの他の構成例を説明する図
【図１９】前方画像及びラジアル画像の両画像を得る際
の配置位置を説明する図
【図２０】３６０度全周のラジアル画像を得る際の配置
位置を説明する図
【図２１】顕微鏡下手術用超音波プローブの他の構成例
を説明する図
【図２２】図２２ないし図２４は前記第４実施形態の応
用例に係り、図２２はアーチフェクトを低減させる一構
成例を説明する図
【図２３】図２３及び図２４はアーチフェクトを低減さ
せる他の構成例を説明する図であり、図２３は顕微鏡下
プローブの外観図
【図２４】アーチフェクトを低減させる他の構成例を説
明する図
【図２５】図２５ないし図２９は本発明の第５実施形態
に係り、図２５は超音波プローブ本体の他の構成例を説
明する図
【図２６】超音波プローブ本体に対応した観察用本体を
説明する図
【図２７】顕微鏡下プローブの構成を説明する図
【図２８】固定口金の他の構成を説明する図、
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【図２９】振動子部の他の構成例を説明する図
【図３０】電子式の顕微鏡下手術用超音波プローブの他
の構成例を説明する図
【図３１】電子式の顕微鏡下手術用超音波プローブの別
の構成例を説明する図
【図３２】電子式の顕微鏡下手術用超音波プローブの観
察用本体の応用例を説明する図
【図３３】観察用本体の観察性能を向上させるための構
成例を説明する図
【図３４】観察用本体にバルーン部を設ける構成を説明
する図
【図３５】バルーンの作用を説明する図
【図３６】電子式の顕微鏡下プローブの一構成例を説明
する図
【図３７】フレキシブルシャフトの構成例を示す図
【図３８】機械式の顕微鏡下手術用超音波プローブの観
察性能を向上させる構成例を説明する図
【図３９】術者の手の大きさに合わせて把持部の径を変
化せることが可能なハンドル部を説明する図
【図４０】電子式の顕微鏡下手術用超音波プローブの観
察性能を向上させる構成例を説明する図
【図４１】観察用本体に設けるマーカー部材を説明する
図
【図４２】モニタ画面上に表示される観察画像例を説明
する図
【図４３】処置部を有する顕微鏡下手術用超音波プロー
ブの構成例を説明する図
【符号の説明】
２…超音波プローブ本体
３…観察用本体
４…顕微鏡下手術用超音波プローブ
２２…フレキシブルシャフト
２３…振動子部
２５…段付口金
２８…ハウジング
３１…ストレートパイプ
３２…超音波透過性キャップ
３３…ハンドル部
３４…貫通孔
３４ａ…口金配置孔
３４ｂ…傾斜孔
３４ｃ…パイプ配置孔
３５…パイプ配置部
３６…口金配置部
３７…オフセット連結部
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